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違法・有害情報
相談センター
（総務省）

人権相談
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誹謗中傷
ホットライン

セーフライン
インターネット・

ホットラインセンター
（警察庁）
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bullying

相談者自身で行う削除
依頼の方法などを迅速
にアドバイスします。
インターネットに関す
る技術や制度等の専門
知識や経験を有する相
談員が、人権侵害に限
らず、様々な事案に対
して幅広にアドバイス
します。

相談者自身で行う削除
依頼の方法などの助言
に加え、法務局が事案
に応じてプロバイダ等
に対する削除要請を行
います。
※削除要請は専門的な
知見を有する法務局が
違法性を判断した上
で、行うものでありこ
の判断には時間を要す
る場合があります。

インターネット上の違
法情報や有害情報の通
報を受付、国内外のサ
イトへの削除の要請
や、警察等への通報を
行います。リベンジポ
ルノの被害に遭われた
方、いじめの動画像の
通報も受け付けていま
す。

インターネット上の違
法情報及び重要犯罪密
接関連情報、自殺誘引
等情報の通報を受付、
ガイドラインに基づい
て該当性の判断を行
い、警察への情報提供
とサイトへの削除依頼
をします。

インターネット上の誹
謗中傷について連絡を
受付、一定の基準に該
当すると判断したもの
については、国内外の
プロバイダに各社の利
用規約等に沿った対応
を促す連絡を行いま
す。

ネットトラブルの専 人権問題の専門機
関に相談したい

プロバイダ等に削
除を促してほしい

有害情報も通
報したい
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